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専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、別紙のとおり、厚生労働省労働基準局長より、本会宛に件名についての周知協力依

頼がありました。【別添1】 

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する際の要件については、「専属産業医が

他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」（平成９年３月31日付け基発第214号。

以下「平成９年通達」という。）において示されてまいりました。 

今般、近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務

の一部を実施することへのニーズが高まっていることを踏まえ、「情報通信機器を用いた産業

医の職務の一部実施に関する留意事項等について（令和３年３月31日付基発0331第４号）」（令

和3年4月9日付健Ⅰ12）が発出され、これに伴い平成９年通達の一部が新旧対照表（【別添2】

令和３年３月31日付基発0331第5号「別添」）のとおり改正されました。 

今回の改正において、非専属事業場への訪問頻度について、「労働安全衛生規則第15条に基

づき、少なくとも毎月１回（同条で定める条件を満たす場合は少なくとも２月に１回）、産業

医が定期巡視を実地で実施する必要があることに留意すること。」と示されております。 

つきましては、本件の主旨をご理解いただき、貴会会員ならびに貴会関係郡区医師会等への

本件の周知方につきまして、特段のご高配を賜わりますようお願い申し上げます。 

 また、本改正に伴い、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場

間の地理的関係について（平成25年12月25日付基安労発1225 第１号）」が廃止されておりま

す。【別添3】 

 

 



事 務 連 絡 

令和３年３月 31 日 

日本医師会 御中 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部労働衛生課 

「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」 

の一部改正について 

 標記について、平成９年３月 31 日付け基発第 214 号「専属産業医が他の事業場の非専

属の産業医を兼務することについて」により都道府県労働局あて通達していたところです

が、同通達を別添のとおり改正いたしました。 

つきましては、これらの内容について御了知いただくとともに、関係機関等への周知へ

御協力いただきますようお願いします。 

別添1



基発 0331 第５号 

令和３年３月 31 日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」 

の一部改正について 

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する際の要件については、「専属産業医

が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」（平成９年３月 31 日付け基発第

214 号。以下「平成９年通達」という。）において示してきたところである。 

今般、近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職

務の一部を実施することへのニーズが高まっていることを踏まえ、「情報通信機器を用いた

産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」（令和３年３月 31 日付け基発 0331

第４号）を発出したところであり、これに伴い平成９年通達の一部を別添の新旧対照表のと

おり改正することとしたので、了知の上、周知に遺漏なきを期されたい。 

別添2



別添 

○「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」（平成９年３月 31 日付け基発第 214 号）

改正後 改正前 

基 発 第 2 1 4 号 

平成９年３月 31 日 

一部改正 基発 0331 第５号 

令和３年３月 31 日 

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについ

て 

  産業医の選任義務のある事業場における産業保健活動を推進す

るに当たっては、産業医を中心とした活動が必要不可欠であるが、

特に、構内下請事業場等においては、労働態様の類似性等を勘案す

ると、元請事業場等における事業者等の指導援助の下に産業保健活

動を行うことが効率的又は効果的な場合もある。 

  具体的には、元請事業場等に選任されている専属の産業医（以下

「専属産業医」という。）が、当該元請事業場等の下請事業場等の

うち、産業医の選任を要する事業場（専属産業医の選任を要する事

業場を除く。以下「非専属事業場」という。）の産業医を兼務し、当

該専属産業医を中心に産業保健活動を行うことにより、非専属事業

場の産業保健活動の活性化を期待できる場合もある。 

  このようなことから、今般、元請事業場等の専属産業医がその職

務の遂行に支障を生じない範囲内において、非専属事業場の産業医

基 発 第 2 1 4 号 

平成９年３月 31 日 

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについ

て 

  産業医の選任義務のある事業場における産業保健活動を推進す

るに当たっては、産業医を中心とした活動が必要不可欠であるが、

特に、構内下請事業場等においては、労働態様の類似性等を勘案す

ると、元請事業場の指導援助の下に産業保健活動を行うことが効率

的又は効果的な場合もある。 

  具体的には、元請事業場等に選任されている専属の産業医（以下

「専属産業医」という。）が、当該元請事業場の下請事業場等のう

ち、産業医の選任を要する事業場（専属産業医の選任を要する事業

場を除く。以下「非専属事業場」という。）の産業医を兼務し、当該

専属産業医を中心に産業保健活動を行うことにより、非専属事業場

の産業保健活動の活性化を期待できる場合もある。 

  このようなことから、今般、元請事業場等の専属産業医がその職

務の遂行に支障を生じない範囲内において、非専属事業場の産業医
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を兼ねても差し支えない場合の要件を下記のとおり定めたので、関

係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされた

い。 

記 

  専属産業医が非専属事業場の産業医を兼務することができる場

合は、以下のすべての要件に該当するものとする。 

１ 専属産業医の所属する事業場と非専属事業場とが、[1]労働衛

生に関する協議組織が設置されている等労働衛生管理が相互に

密接し関連して行われていること、[2]労働の態様が類似してい

ること等一体として産業保健活動を行うことが効率的であるこ

と。 

２ 専属産業医が兼務する事業場の数、対象労働者数については、

専属産業医としての趣旨及び非専属事業場への訪問頻度や事業

場間の移動に必要な時間を踏まえ、その職務の遂行に支障を生じ

ない範囲内とし、衛生委員会等で調査審議を行うこと。 

なお、非専属事業場への訪問頻度として、労働安全衛生規則（昭

和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。）第 15 条に基

づき、少なくとも毎月１回（同条で定める条件を満たす場合は少

なくとも２月に１回）、産業医が定期巡視を実地で実施する必要

があることに留意すること。 

を兼ねても差し支えない場合の要件を下記のとおり定めたので、関

係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされた

い。 

記 

  専属産業医が非専属事業場の産業医を兼務することができる場

合は、以下のすべての要件に該当するものとする。 

１ 専属産業医の所属する事業場と非専属事業場とが、[1]地理的

関係が密接であること、[2]労働衛生に関する協議組織が設置さ

れている等労働衛生管理が相互に密接し関連して行われている

こと、[3]労働の態様が類似していること等、一体として産業保

健活動を行うことが効率的であること。 

２ 専属産業医が兼務する事業場の数、対象労働者数については、

専属産業医としての趣旨を踏まえ、その職務の遂行に支障を生じ

ない範囲内とすること。 
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３ 対象労働者の総数については、労働安全衛生規則第 13 条第１

項第４号の規定に準じ、３千人を超えてはならないこと。 

３ 対象労働者の総数については、労働安全衛生規則第13条第１

項第３号の規定に準じ、３千人を超えてはならないこと。 



事 務 連 絡 

令和３年３月 31 日 

日本医師会 御中 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部労働衛生課 

「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の 

事業場間の地理的関係について」の廃止について 

標記について、平成 25 年 12 月 25 日付け基安労発 1225 第１号「専属産業医が他の事業場

の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」（以下、「平成 25 年通

達」という。）により都道府県労働局あて通達していたところですが、「「専属産業医が他の

事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について」（令和３年３月 31

日付け基発 0331 第５号）により、専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場

合の事業場間の地理的要件を廃止したことを踏まえ、平成 25 年通達を廃止いたしました。 

つきましては、これらの内容について御了知いただくとともに、関係機関等への周知へ御

協力いただきますようお願いします。 

別添3



基安労発 0331 第２号 

令和３年３月 31 日 

都道府県労働局労働基準部長 殿 

厚生労働省労働基準局安全衛生部 

労 働 衛 生 課 長 

（ 契 印 省 略 ） 

「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の 

事業場間の地理的関係について」の廃止について 

「「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正につ

いて」（令和３年３月 31 日付け基発 0331 第５号）により、専属産業医が他の事業場の非専

属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的要件を廃止したことを踏まえ、「専属産業医

が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」（平成 25

年 12 月 25 日付け基安労発 1225 第１号）を廃止する。 



基 安 労 発 １ ２ ２ ５ 第 １ 号

平成２５年１２月２５日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部

労 働 衛 生 課 長

（ 契 印 省 略 ）

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の

事業場間の地理的関係について

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについては、平成 9 年 3 月 31
日付け基発第214号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」

により、産業医の職務の遂行に支障を生じない範囲内において行われることが必要であっ

て、具体的には、産業保健活動をそれら事業場で一体として行うことが効率的であること等

の一定の要件の下に認めているところである。

今般、当該要件の一つである、専属産業医の所属する事業場と非専属事業場との、「地理

的関係が密接であること」ついて、当該二つの事業場間を徒歩又は公共の交通機関や自動車

等の通常の交通手段により、１時間以内で移動できる場合も含まれるものとして取り扱う

こととするので、了知方お願いする。

併せて、関係者への必要な周知を図るとともに、その運用に遺漏のないようにお願いする。 


